
 
 

 

 

 

議会運営委員会記録 

 

招集年月日  令和 ７ 年 ３ 月 ５ 日 （水） 

招 集 場 所   日高市役所 第２委員会室 

開閉の日時  開 会  ３ 月  ５ 日   午前  ９ 時 １５ 分 

  閉 会  ３ 月  ５ 日   午前 ９ 時 １８ 分 

出 席 委 員  委 員 長 加 藤 大 輔  副委員長 山 田 一 繁  

 委  員 金 子  博  委  員 三 木 伸 也  

委  員 大 澤 博 行  委  員 森 崎 成 喜  

議  長 鈴 木 健 夫  副 議 長 和 田 貴 弘  

    

欠 席 委 員  なし    

     

 説明のため 

 出席した者 

 の職氏名 

なし    

    

    

    

書   記 事務局長 林   政  男 次  長 鈴 木 克 明  

 主  幹 金 子 砂 知 子  主  事 小 山 和 也  

 

 事 件 

 

・一般質問に係る資料の取下げについて 

調 査 の 経 過 

（別 紙 の と お り） 



調 査 の 経 過 

 

＜開 会＞ 午前９時１５分 

◦加藤委員長 ただいまの出席委員は、全員であります。これより議会運営委員会を開

会いたします。 

 

＜一般質問に係る資料の取下げについて＞ 

◦加藤委員長 近藤議員より一般質問に係る資料のうち、資料番号１ 一時預かり保育

の資料については、誤解を招く表現だったとのことで、取下げの申し出がありま

した。資料は、日高市ではパートでの一時預かり保育が全くできないような表現

になっています。近藤議員は市のホームページに記載がない、実際に利用できな

かった人がいるなど見聞きしたことを資料として作成したようですが、実際は利

用条件はあるものの利用は可能であるとのことです。 

ついては、申し出があった資料について、取下げることとしてよろしいでしょ

うか。 

    （異議なし） 

  ◦加藤委員長 それでは、近藤議員の資料番号１については、取下げを許可することと

します。資料の使用は本人の責任において行うことが大前提ではありますが、今

回の件を踏まえ、今後は委員会で協議するにあたり委員長、副委員長において事

前確認をしておきたいということも感じましたので、「開会日から３日後の正

午」としていた資料提出の時期を「開会日の午後３時」と早めたいと思いますが

ご意見ございますでしょうか。 

    （異議なし） 

  ◦加藤委員長 委員会としては、このように決定しますが、本日、本会議終了後の議会

運営委員会で先例集の一部改正についてを議題としますので、その際の資料に反

映させたいと思います。 

  

＜その他＞ 

◦加藤委員長 ほかに委員の皆さんから何かございますか。 

 （なし） 

   

 

＜閉  会＞ （午前９時１８分） 
 

◦加藤委員長 以上で本日の議会運営委員会を散会いたします。  

 

 

議会運営委員会 

 

委員長  加  藤  大  輔 


